
住宅用火災警報器の設置が義務化されました
◎　いつまでに付けなければいけないのか？
　　▽新築住宅は、平成18年６月１日から
　　▽既存（平成18年６月１日までに建っている）の住宅は、平成21年５月31日までに

◎　どこへ付けるのか？
　　住宅の寝室、条件によっては階
　　段部分または廊下へ

◎　どこで買えばいいのか？
　　ホームセンター、またはガス販
　　売店、電気器具販売店（工事店）
　　等でおたずねください。

悪質訪問販売にだまされないように
　▽消防署や、市役所では住宅用火災警報器は販売していません。
　▽押し売りや、悪い業者に、だまされないようにしてください。

■問合先　五條市消防本部予防課　☎２２・３３１０

五條市消防本部　☎22・3310

『注意しようキッチン』
キッチンは火を使う場所。火の取り扱いや燃えやすいものに注意しましょう。
　▽コンロのまわりに燃えやすいものは置かないようにしま

しょう。
　▽調理中にコンロから離れる時には、必ず火を消しましょう。
　▽冷蔵庫の裏のコンセントはトラッキング現象により出火の

恐れがあるため、日ごろからキレイにしましょう。
※トラッキング現象とは、コンセントに長い間プラグが差し込まれた状態
　にしておくと『わたぼこり』がたまり『湿気』を含むことでプラグ相互間
　に放電が発生し、発火する現象をいいます。

携帯用ガスボンベには
穴をあけて……
携帯用ガスボンベ、スプレー缶は、必ず穴を開けた上で「そ
の他の燃えないゴミ（茶色の袋）」として、みどり園へ出し
てください。
穴を開けずに出すと、焼却施設で爆発し、機械、職員に危
害が及ぶ恐れがあります。
■問合先　みどり園　☎２４・４１１１

トラッキング現象
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